
【（学生用）新型コロナウイルス感染者・濃厚接触者・風邪症状者 フロー】

★Moodle…「新型コロナ感染者、濃厚接触者、風邪症状、帰国者の申請について」の該当フォームに登校禁止期間内の23時59分までに必ず入力してください

【注意】 ①登校禁止期間内のMoodleの入力 ②登校禁止期間内の医療機関等の領収書または検査の陽性が証明できる写真データのコピー等

★①②の両方が揃わない場合は欠席届（感染症用）を発行できません！！（通常の欠席届になります）

【保健管理室】TEL：092-823-3316 Mail:hoken-kanri@seinan-gu.ac.jp （開室時間） 平日 8：45～17：20

感染者
7日間登校禁止

濃厚接触者
最終接触日から５日間登校禁止

風邪症状者
症状が消失した日まで登校禁止

※軽微な症状は軽快傾向であれば登校可能

同居家族が受
診・検査で陽性
と正式に診断
された者のみ

対象

登校禁止期間
内に受診した
者が対象

【必要書類】

●感染症用欠席届申請書

●新型コロナウイルス感染症関連証明書

●家族・同居者の医療機関等の領収書

または検査の陽性が証明できる写真データ
のコピー等（家族の療養期間内のものに限
る）

【必要書類】

●感染症用欠席届申請書

●新型コロナウイルス感染症関連証明書

●医療機関等の領収書または検査の陽性が
証明できる写真データのコピー等

（登校禁止期間内のものに限る）

【必要書類】

●感染症用欠席届申請書

●新型コロナウイルス感染症関連証明書

●医療機関の領収書

（登校禁止期間内のものに限る）

●健康観察票

登校禁止期間内にMoodleのフォームに必ず入力

学生課に提出後、欠席届（感染症用）を受け取り、担当教員に提出 （定期試験の欠席の場合は定期試験前にポータルなどで提出先を確認）

受診・検査で
陽性と正式に
診断された者
のみ対象

2022.10.14（金） 改訂
２０２２.１０.24(月)～運用開始

課外活動に発
症２日前から
参加していた
場合は責任者
にも報告


